
☆越前市食育人材バンクの登録募集について☆ 
 

  越前市は、食育実践プログラムの策定を行い、「越前市食育人材バンク」登録を平成２

３年度までに１２０人以上にするという目標を定めました。今回様々な分野から食育を推進

していただく人材を募集します。 

越前市では、子どもをはじめとする市民の方々が、「食」に関する様々な知識を身に付

け、これを適切に使いこなす能力や技術を高めていただくため、実践プログラムに基づき、

食育活動を進めているところです。 

食育人材バンクとは、越前市内の学校や地域において実施される農業体験や料理体験、

さらには子どもや地域住民が「食」に関する講習や体験・実習の活動を行う際、その受入

れや指導、講師・アドバイザーとして相談や指導など、市民の食育活動に協力・支援して

いただける方のことです。 

○ 募集期間 

■随時しています。 

 

○ 食育人材バンクの活動分野・内容 

■「食育人材バンク募集分野」のとおり 

 

○ 食育人材バンク登録の要件 

■学校や地域活動において、上記の募集分野に掲げる活動を行うために必要な知識・技術・

経験をもち、積極的に食育に関する活動に参加・対応できる方 

■越前市内に居住あるいは勤務している方 

■食育人材バンクの氏名、連絡先、活動分野・内容などが記載された登録名簿を、学校・幼稚

園・保育園・教育委員会、公民館・各関係機関＆団体など公的機関へ紹介することに同意で

きる方 

 

○ 申し込み方法 

■登録申込書に必要事項を記入していただき、下記の応募書類送付先まで郵送またはＦＡＸ

にて送付してお申込ください。 

 

○ 食育人材バンクの登録など 

■応募された方につきましては、登録申込書を審査した上で食育人材バンクとして登録するこ

ととします。 

■登録された食育人材バンクを紹介するため、登録名簿を作成し、名簿の配布やホームペー

ジなどにより市民に公開することとします。なお、登録名簿は年に１回更新します。 

■登録された食育人材バンクの方は、要請を受けた学校や地域と調整していただきボランティ

ア活動を行っていただくこととします。 

■食育人材バンクの方が実施した活動につきましては、年度末に実施した活動内容について、

越前市農政課へ報告していただくこととします。 

■上記の「食育人材バンクの要件」に該当しないことが明らかになった場合、または本人から

辞退の申し出があった場合は、登録を取り消すこととします。 

■食育人材バンクに登録した方に、市農政課より食育に関する研修会や、イベントの情報をそ

の都度、郵送にてご案内します。 

■活動の回数についてノルマなどは一切ありません。 

 


